
自殺総合対策大綱の実施状況に関するフォローアップ結果等

自殺総合対策大綱の項目 担当省庁
実施状況

平成１９年度の取組状況 平成２０年度の取組状況及び実施予定

１　自殺の実態を明らかにする取組

（１）実態解明のための
調査の実施

内閣府

○こころの健康（自殺対策）に関する国民の意識を把握
し、今後の施策の参考とするため、こころの健康（自殺
対策）に関する世論調査を実施。（平成19年５月）
○自殺に関する国民の意識や自殺サイトへの接触などの
実態を把握し、今後の施策の参考とするため、自殺対策
に関する意識調査を実施。（平成20年２月）

「自殺サイト」への接触度などの実態を把握し、今後の
施策の参考とするため、自殺サイトに関する調査を実施
予定。

厚生労働省

厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事
業」において
①「自殺未遂者および自殺遺族等へのケアに関する研
究」
②「心理学的剖検データベースを活用した自殺の原因分
析に関する研究」
を実施。

厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事
業」において
①「自殺未遂者および自殺遺族等へのケアに関する研
究」
②「心理学的剖検データベースを活用した自殺の原因分
析に関する研究」
を実施。

（２）情報提供体制の
充実

厚生労働省

自殺予防総合対策センターのWebサイト「いきる」で、自
殺の現状、国・地方自治体の自殺対策、WHOや海外での取
り組み等について紹介。

自殺予防総合対策センターのWebサイト「いきる」で、自
殺の現状、国・地方自治体の自殺対策、WHOや海外での取
り組み等について紹介。

（３）自殺未遂者、遺
族等の実態及び支援方
策についての調査の推
進

厚生労働省

厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事
業」の中で、「自殺未遂者及び自殺遺族等へのケアに関
する研究」を実施。

厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事
業」の中で、「自殺未遂者及び自殺遺族等へのケアに関
する研究」を実施。

（４）児童生徒の自殺
予防についての調査の
推進

文部科学省
児童生徒の自殺予防に関する教職員向けの手引き等の作
成に向け「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者
会議」を開催。（平成20年３月）

引き続き「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者
会議」を開催し、検討を実施。

（５）うつ病等の精神
疾患の病態解明及び診
断・治療技術の開発

厚生労働省

厚生労働科学研究補助金「こころの健康科学研究事業」
の中で
①「プライマリーケアで使用可能な、ＤＮＡチップを用
いたうつ病の診断指標の作成」
②「難治性うつ病の治療反応性予測と客観的診断法に関
する生物・心理・社会的統合研究」
③「地域における一般診療科と精神科の連携によるうつ
病/自殺ハイリスク者の発見と支援」
等の研究を実施。

厚生労働科学研究補助金「こころの健康科学研究事業」
の中で
①「プライマリーケアで使用可能な、ＤＮＡチップを用
いたうつ病の診断指標の作成」
②「難治性うつ病の治療反応性予測と客観的診断法に関
する生物・心理・社会的統合研究」
③「地域における一般診療科と精神科の連携によるうつ
病/自殺ハイリスク者の発見と支援」
④「リワークプログラムを中心とするうつ病の早期発見
から職場復帰に至る包括的治療に至る研究」
等の研究を実施。

（６）既存資料の利活
用の推進

警察庁

○平成19年１月１日から、自殺の原因・動機の項目を中
心に見直した新しい自殺統計原票の運用を開始。（平成
19年１月～）
○「平成18年中における自殺の概要資料」を公表。（平
成19年６月）

○自殺の原因・動機の項目を中心に見直した新しい自殺
統計原票に基づく「平成19年中における自殺の概要資
料」を公表。（平成20年６月）
○平成20年に入り硫化水素による自殺が急増したため、
平成19年中及び平成20年１月から５月に発生した硫化水
素による自殺の件数及び人員を、取りまとめて公表。
（平成20年６月）

厚生労働省

自殺予防総合対策センターにおいて
①警察庁のデータを活用した自殺の実態分析
②人口動態調査に基づく地域、年齢階級等に関する分析
を実施。

２　国民一人ひとりの気づきと見守りを促す取組

（１）自殺予防週間の
設定と啓発事業の実施

内閣府

○自死遺族支援全国キャラバン実行委員会との共催によ
り東京都でシンポジウムを開催し、全国キャラバンの開
始宣言を共同で行うとともに、キャラバン事業として開
催されるシンポジウムにパネリストとしての職員の派
遣、後援名義の付与などの支援を実施。（平成19年７月
１日）
○「自殺予防週間」において、関係省庁、地方公共団体
等に啓発事業の実施を呼びかけるとともに、東京都にお
いて「第１回自殺対策シンポジウム」を開催。（平成19
年９月）

○ＮＰＯ法人自殺対策支援センター　ライフリンク及び
東京都との共催により「ＷＨＯシンポジウム」を開催。
（平成20年９月14日）
○厚生労働省及び開催県との共催により全国５か所（山
形県、石川県、鳥取県、高知県、鹿児島県）において地
方シンポジウムを開催。（平成20年８月31日～９月20
日）

（２）児童生徒の自殺
予防に資する教育の実
施

総務省

平成18年度に開発した放送分野のメディア・リテラシー
向上のための小学校高学年及び高校生向け教材の説明会
を各地で実施。

○放送分野のメディア・リテラシーの向上のためのポー
タルサイトを開設予定。
○小学校高学年を対象とした放送分野のメディア・リテ
ラシーの向上のためのe-ラーニングコンテンツを開発予
定。

文部科学省

○命の大切さを学ばせる体験活動や社会奉仕体験活動な
ど他校のモデルとなる様々な体験活動を実施する学校を
指定し、その成果を普及させ、学校における豊かな体験
活動の円滑な展開を推進。
○総務省と文部科学省は通信関係団体等と連携しなが
ら、主に保護者及び教職員を対象としたインターネット
の安全・安心利用に向けた啓発のための講座「e-ネット
キャラバン」を、平成19年度に1,089件実施。
○命を大切にする心をはぐくむ教育を推進する観点か
ら、児童生徒が生命の尊さなどを実感できる道徳教育を
充実するための実践研究を実施。【児童生徒の心に響く
道徳教育推進事業－命を大切にする心をはぐくむ教育の
推進に関する研究】（平成19年度）
○平成20年３月28日に、小中学校の新学習指導要領を告
示。
○情報モラル指導の一層の普及を図るための「情報モラ
ル指導セミナー」を４７都道府県において開催。
○情報モラル研修教材「５分で分かる情報モラル」を作
成・配付。
○情報モラル指導に関する教員向けＷｅｂサイトを作
成。
○全国規模の学校団体やＰＴＡ、通信関係団体などの関
係業界・団体の連携強化を目的とした「ネット安全安心
全国推進会議」・「ネット安全安心全国推進フォーラ
ム」を実施した。（平成19年11月、平成20年１月、平成
20年３月）
○都道府県レベルの関係団体を構成員とした有害環境対
策に係る「地域コンソーシアム」の構築。

○引き続き、学校における豊かな体験活動の円滑な展開
を推進。
○総務省と文部科学省は通信関係団体等と連携しなが
ら、主に保護者及び教職員を対象としたインターネット
の安全・安心利用に向けた啓発のための講座「e-ネット
キャラバン」を、平成20年度も引き続き実施。
○生命を尊重する心や自立心をはぐくむ等の道徳教育を
推進する観点から、実践研究を実施。【道徳教育実践研
究事業】（平成20年度）
○小中学校の新学習指導要領の解説を作成・公開。（平
成20年６、７月）
○情報モラル指導に関する教員向けＷｅｂサイトについ
て全国の教員が閲覧・活用できるよう公開。（平成20年
７月）
○全国規模の学校団体やＰＴＡ、通信関係団体などの関
係業界・団体の連携強化を目的とした「ネット安全安心
全国推進会議」・「ネット安全安心全国推進フォーラ
ム」を実施予定。
○都道府県レベルの関係団体を構成員とした有害環境対
策に係る「地域コンソーシアム」の構築予定。
○全国の小学６年生に対して携帯電話利用に関する留意
点を盛り込んだ啓発資料の作成・配布予定。
○有害情報に関する意識向上のための映像資料を作成予
定。
○携帯電話利用に係る親子のルールづくり等に関する調
査研究を実施予定。

○青少年や保護者を対象とし、インターネット利用に際
してのルール・マナーやその利活用について体験的に学
ぶ機会の提供などメディア対応能力等を育成するための
モデル事業を実施。
○全国の小学６年生に対して携帯電話利用に関する留意
点を盛り込んだ啓発資料の作成・配布。（平成20年２
月）
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（３）うつ病について
の普及啓発の推進

厚生労働省

○「うつ対策推進マニュアル」、「うつ対応マニュア
ル」の関係機関への提供等を通じて地域におけるうつ病
等精神疾患に関する普及啓発への支援を実施。
○精神保健福祉に関する正しい知識を普及するため「精
神保健福祉全国大会」を開催。

○「うつ対策推進マニュアル」、「うつ対応マニュア
ル」の関係機関への提供等を通じて地域におけるうつ病
等精神疾患に関する普及啓発への支援を実施予定。
○精神保健福祉に関する正しい知識を普及するため「精
神保健福祉全国大会」を開催予定。

３　早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する取組

（１）かかりつけの医
師等のうつ病等の精神
疾患の診断・治療技術
の向上

厚生労働省

精神科を専門としない医師に対し、うつ病診断能力の向
上を目的にかかりつけ医うつ病対応力向上研修事業を開
始。（平成20年度から）

（２）教職員に対する
普及啓発等の実施

文部科学省

児童生徒の自殺予防に関する教職員向けの手引き等の作
成に向け「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者
会議」を開催。（平成20年３月）

引き続き「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者
会議」を開催し、検討を実施。

（３）地域保健スタッ
フや産業保健スタッフ
の資質の向上

厚生労働省

○自殺予防総合対策センターにおいて自治体・精神保健
福祉センター職員を対象とした自殺対策企画者研修を実
施。（平成19年8月29日～31日）
○自殺予防総合対策センターにおいて、公的機関に対し
て相談員研修を実施。（平成20年１月10日～11日）
○職場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、47
都道府県の産業保健推進センターにおいて産業保健ス
タッフ等の資質向上のための研修等を実施。

○自殺予防総合対策センターにおいて自治体・精神保健
福祉センター職員等を対象とした自殺対策企画者研修、
地域自殺対策支援研修、相談員研修、心理職を対象とし
た心理職等カウンセリング技術向上研修を実施予定。
○職場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、47
都道府県の産業保健推進センターにおいて産業保健ス
タッフ等の資質向上のための研修等を実施。

（４）介護支援専門員
等に対する研修の実施

厚生労働省
介護支援専門員の資質向上を図るための研修事業の実
施。

介護支援専門員の資質向上を図るための研修事業の実施
予定。

（５）民生委員・児童
委員等への研修の実施

厚生労働省

各都道府県、政令指定都市が実施する、
・単位民生委員・児童委員協議会会長に必要な指導力を
修得させるための研修
・中堅の民生委員・児童委員に必要な活動力を修得させ
るための研修
・新任の民生委員・児童委員に必要な基礎的知識及び技
術を修得させるための研修
等を支援するため「民生委員・児童委員研修事業」を実
施。

各都道府県、政令指定都市が実施する、
・単位民生委員・児童委員協議会会長に必要な指導力を
修得させるための研修
・中堅の民生委員・児童委員に必要な活動力を修得させ
るための研修
・新任の民生委員・児童委員に必要な基礎的知識及び技
術を修得させるための研修
等を支援するため「民生委員・児童委員研修事業」を実
施。

（６）地域でのリー
ダー養成研修の充実

厚生労働省
自殺予防総合対策センターにおいて自治体・精神保健福
祉センター職員を対象とした自殺対策企画者研修を実
施。（平成19年8月29日～31日）

自殺予防総合対策センターにおいて自治体・精神保健福
祉センター職員を対象とした自殺対策企画者研修を実施
予定。

（７）社会的要因に関
連する相談員の資質の
向上

金融庁

○金融サービス利用者相談室の相談員に対して、多重債
務相談に対応する際の基本的な心構え等について周知を
実施。（平成19年10月９日）
○先進的な自治体の取組例や相談マニュアルの内容の周
知を目的とした「多重債務問題解決のためのカウンセリ
ングシンポジウム」を東京都で開催。（平成19年６月16
日）
○多重債務相談に対応する際の相談員の基本的な心構え
や実際の相談業務での対応についての「多重債務者相談
マニュアル」（冊子及びDVD）を作成し、全国の自治体、
関係機関に送付。（平成19年７月）
○多重債務相談マニュアルの内容や自治体における先進
的な取組みを周知し、相談体制の充実を図ることを目的
としてシンポジウム「多重債務者向け相談窓口の整備に
向けて」を大阪、仙台、名古屋、福岡で開催。（平成19
年11月30日～12月６日）
○「多重債務者相談マニュアル」を改訂し、全国の自治
体、関係機関に送付。（平成20年３月）

○金融サービス利用者相談室の相談員に対して、多重債
務相談に対応する際の基本的な心構え等について再周知
を実施予定。
○多重債務問題改善プログラムについて、各施策の進捗
状況のフォローアップを実施。（平成20年６月10日）
○「多重債務者相談マニュアル」をさらに実務に即した
ものとするため、実際の相談窓口の状況のヒアリングを
行い、マニュアルを改訂する予定。

厚生労働省
厚生労働省職員研修において、メンタルヘルスに関する
講習を実施。

厚生労働省職員研修において、メンタルヘルスに関する
講習を実施。

経済産業省
都道府県商工会連合会及び商工会議所における経営上の
問題に関する相談事業に対して必要に応じて情報提供を
実施。

都道府県商工会連合会及び商工会議所における経営上の
問題に関する相談事業に対して必要に応じて情報提供を
実施予定。

（８）遺族等に対応す
る公的機関の職員の資
質の向上

警察庁

警察職員が自殺者、自殺者遺族、自殺未遂者等に関係す
る業務に従事する場合には、自殺者の名誉や自殺者遺
族、自殺未遂者等の心情等を不当に傷つけることのない
よう、適切な遺族対応等に取り組んでいる。

警察職員が自殺者、自殺者遺族、自殺未遂者等に関係す
る業務に従事する場合には、自殺者の名誉や自殺者遺
族、自殺未遂者等の心情等を不当に傷つけることのない
よう、適切な遺族対応等に取り組んでいる。

総務省
消防職員が、遺族等に対して適切な対応が図れるよう、
消防職員に対する教養訓練を通じ、必要な情報提供を実
施。

消防職員が、遺族等に対して適切な対応が図れるよう、
消防職員に対する教養訓練を通じ、必要な情報提供を実
施。

（９）研修資材の開発
等

厚生労働省

○ガイドライン及び自死遺族ケアガイドライン作成する
ために「自殺未遂者及び自殺遺族等へのケアに関する研
究」を実施。
○自殺予防総合対策センターにおいて、公的機関に対し
て相談員研修を実施。（平成20年１月10日～11日）
○自殺予防総合対策センターにおいて自治体・精神保健
福祉センター職員を対象とした自殺対策企画者研修を実
施。（平成19年8月29日～31日）

○「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」の報告書を
踏まえて自殺未遂者ケアに関するガイドライン及び自死
遺族ケアに関するガイドラインを作成予定。
○自殺予防総合対策センターにおいて自治体・精神保健
福祉センター職員等を対象とした自殺対策企画者研修、
地域自殺対策支援研修、相談員研修、心理職を対象とし
た心理職等カウンセリング技術向上研修の実施予定。

（10）自殺対策従事者
への心のケアの推進

厚生労働省

自殺予防総合対策センターで開催される公的機関職員を
対象とした相談員研修を実施するにあたり、相談員自ら
のこころの健康を維持するための対応方法についての内
容を盛り込むことを検討。

自殺予防総合対策センターで開催される公的機関職員を
対象とした相談員研修を実施するにあたり、相談員自ら
のこころの健康を維持するための対応方法についての内
容を盛り込むことを引き続き検討。

４　心の健康づくりを進める取組

（１）職場におけるメ
ンタルヘルス対策の推
進

厚生労働省

○「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の周知
徹底を図る目的で事業者等に対してパンフレットを配布
するとともに、個別の事業場に専門家を派遣し、メンタ
ルヘルス対策の指導援助を実施。
○労働者及びその家族に対して、セミナーや相談会等を
実施。
○産業医に対してはメンタルヘルス対策や過重労働対策
に関する研修、精神科医等に対しては産業保健について
の研修を実施。
○労働者の法定労働条件を確保するため、労働基準関係
法令上問題が認められた場合に必要な監督指導を実施。

○「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の周知
徹底を図る目的で事業者等に対してパンフレットを配布
するとともに個別の事業場に専門家を派遣し、メンタル
ヘルス対策の指導援助を実施予定。
○労働者及びその家族に対して、セミナーや相談会等を
実施。
○産業医に対してはメンタルヘルス対策や過重労働対策
に関する研修、精神科医等に対しては産業保健について
の研修を実施。
○事業者等からの求めに応じた相談機関等の紹介を行う
メンタルヘルス対策支援センターを47都道府県に設置。
○労働基準関係法令上問題が認められた場合に必要な監
督指導を行う予定。

（２）地域における心
の健康づくり推進体制
の整備

厚生労働省

○自殺予防総合対策センターにおいて、公的機関に対し
て相談員研修を実施。（平成20年1月10日～10日）
○自殺予防総合対策センターにおいて自治体・精神保健
福祉センター職員を対象とした自殺対策企画者研修を実
施。（平成19年8月29日～31日）
○地域における自殺対策を支援、検証する地域自殺対策
推進事業を実施。
○自殺予防総合対策センターにおいて関係省庁、地方自
治体、民間団体等、関連機関との事例検討、連絡を行う
自殺対策ネットワーク協議会を実施。

○自殺予防総合対策センターにおいて、公的機関に対し
て相談員研修、自治体・精神保健福祉センター職員を対
象とした自殺対策企画者研修を実施予定。
○地域における自殺対策を支援、検証する地域自殺対策
推進事業を実施。
○自殺予防総合対策センターにおいて関係省庁、地方自
治体、民間団体等、関連機関との事例検討、連絡を行う
自殺対策ネットワーク協議会を実施。

農林水産省

○農村における高齢者福祉事業を行う農協や助け合い組
織のリーダー育成のための指導・研修等の活動を支援。
○農山漁村における高齢者の生きがい発揮のための施設
整備として、農産物直売施設や特用林産物活用施設、健
康管理等情報連絡施設等の整備を実施。

○農村における高齢者福祉事業を行う農協や助け合い組
織のリーダー育成のための指導・研修等の活動を支援。
○農山漁村における高齢者の生きがい発揮のための施設
整備として、農産物直売施設や特用林産物活用施設、健
康管理等情報連絡施設等の整備を実施。

2／5



（６）危険な場所 薬
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国土交通省
高齢者をはじめ、誰もが地域で集い、憩うことのできる
環境の形成を図るため、歩いて行ける身近な都市公園の
整備等を推進した。

引き続き、歩いて行ける身近な都市公園の整備等を推進
する。

（３）学校における心
の健康づくり推進体制
の整備

文部科学省

○スクールカウンセラーや「子どもと親の相談員」の配
置により、学校における教育相談体制を充実。
○養護教諭の資質向上のため、全国養護教諭研究大会
（平成19年8月）、健康教育指導者養成研修（平成19年11
月～12月）等を開催。
○公立学校等における労働安全衛生法に基づく管理体制
の整備状況を把握するため、「公立学校等における労働
安全衛生管理体制に関する調査」を実施。（平成19年12
月）
○平成20年４月より、全ての事業場において一定の要件
を満たした労働者に対し医師による面接指導等を実施す
ることが義務付けられたことも踏まえ、労働安全衛生管
理体制の整備について周知徹底する観点から、通知を発
出。（平成19年12月）

○新たにスクールカウンセラーの小学校への配置を行う
など、引き続き学校における教育相談体制の充実を推
進。
○養護教諭の資質向上のため、全国養護教諭研究大会
（平成20年8月）、健康教育指導者養成研修（平成20年11
月～12月）等を開催予定。
○労働安全衛生法に基づく体制の整備の趣旨を周知徹底
するため、平成19年12月に実施した調査結果と併せて通
知を発出。（平成20年５月）
○公立学校等における労働安全衛生法に基づく体制の整
備状況を把握するため、「公立学校等における労働安全
衛生管理体制に関する調査」を実施。（平成20年７月）

５　適切な精神科医療を受けられるようにする取組

（１）精神科医をサ
ポートする人材の養成
など精神科医療体制の

厚生労働省

自殺予防総合対策センターにおいて心理職等カウンセリ
ング技術向上研修の実施予定。

充実

（２）うつ病の受診率
の向上

厚生労働省

○「うつ対策推進マニュアル」、「うつ対応マニュア
ル」の関係機関への提供等を通じて、地域におけるうつ
病等精神疾患に関する普及啓発への支援を実施。
○自殺対策として、早期の精神科受診を促進する診療報
酬上の評価について、中央社会保険医療協議会において
検討。

○精神科を専門としない医師に対し、うつ病診断能力の
向上を目的にかかりつけ医うつ病対応力向上研修事業を
開始。
○「うつ対策推進マニュアル」、「うつ対応マニュア
ル」の関係機関への提供等を通じて、地域におけるうつ
病等精神疾患に関する普及啓発への支援を実施。
○平成20年4月の診療報酬改定において、うつ病等の精神
障害患者の早期受診を促すため、身体症状を訴えて内科
等を受診した患者のうち、うつ病等精神障害の疑いのあ
る者について、精神科医師に紹介した場合に算定できる
新たな報酬項目を創設。

（３）かかりつけの医
師等のうつ病等の精神
疾患の診断・治療技術

－

の向上【再掲】

（４）子どもの心の診
療体制の整備の推進

厚生労働省

「子どもの心の診療医の養成に関する検討会」の報告書
（平成19年３月取りまとめ）の内容を踏まえ、子どもの
心の診療医の養成のための研修の実施やテキストを作
成。

様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応す
るため、都道府県域における拠点病院を中核とし、各医
療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を図
るための事業を実施するとともに、中央拠点病院の整備
を行い、人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支

（５）うつ病スクリー
ニングの実施

厚生労働省
介護支援事業の中で基本チェックリストを用いて高齢者
のうつ病に関するスクリーニングを実施するよう自治体
に通知。

援等を実施。
介護支援事業の中で基本チェックリストを用いて高齢者
のうつ病に関するスクリーニングを実施するよう自治体
に通知。

（６）慢性疾患患者等
に対する支援

厚生労働省

看護師に対し、慢性疾患等の患者に適切に対応できるよ
うな専門領域における実務的な知識・技術の向上を図る
ための研修を都道府県等において実施。

看護師に対し、慢性疾患等の患者に適切に対応できるよ
うな専門領域における実務的な知識・技術の向上を図る
ための研修を都道府県等において実施予定。

６　社会的な取組で自殺を防ぐための取組

（１）地域における相
談体制の充実

内閣府

各都道府県、政令指定都市に対して、
・社会的要因に関する各種相談窓口の整備
・休日・夜間相談の実施
・民間団体の相談窓口との連携
・相談内容に応じた相談窓口の周知等住民が相談しやす
い体制の整備に努め、これら公的機関における相談事業
の広報の強化に配慮
について通知。（平成19年７月）

○多重債務者対策本部（金融庁）、日本弁護士連合会及
び日本司法書士会連合会の主催による「多重債務者相談
強化キャンペーン（平成20年９月～12月）」の実施に伴
い、効果的な自殺予防週間となるよう同時期に多重債務
者向けの無料相談会を実施するように各都道府県・政令
指定都市に通知。（平成20年６月10日）
○相談しやすい体制の整備を促進するため「こころの健
康相談統一ダイヤル」の運用を開始。（平成20年９月）

（２）多重債務の相談
窓口の整備とセーフ
ティネット融資の充実

金融庁

○内閣に設置された多重債務者対策本部において、相談
窓口の整備・強化、セーフティネット貸付けの提供等の
具体的な諸施策を取りまとめた「多重債務問題改善プロ
グラム」を策定。（平成19年４月20日）
○各地域の多重債務者が相談窓口を訪れる一つの契機を
提供すべく、「全国一斉多重債務者相談ウィーク」を実
施。（平成19年12月10日～16日）

○各財務（支）局及び沖縄総合事務局に多重債務者向け
相談員を配置し、相談業務を開始。（平成20年４月）
○多重債務問題改善プログラムについて、各施策の進捗
状況のフォローアップを実施。（平成20年６月10日）
○平成20年度「多重債務者相談強化キャンペーン」とし
て、各都道府県において無料相談会を実施する予定。
（平成20年９月～12月）

（３）失業者等に対す
る相談窓口の充実等

厚生労働省

失業者に対して、ハローワーク等の窓口においてきめ細
やかな職業相談など、早期再就職のための各種支援を実
施し,特に失業に直面した際に生じる心の悩み相談など
様々な生活上の問題に関する相談に対応した。

失業者に対して、ハローワーク等の窓口においてきめ細
やかな職業相談など、早期再就職のための各種支援を実
施し,特に失業に直面した際に生じる心の悩み相談など
様々な生活上の問題に関する相談に対応している。

（４）経営者に対する
相談事業の実施等

金融庁

全国地方銀行協会及び第二地方銀行協会との意見交換会
において、個人保証に過度に依存しない融資を推進する
よう要請を行った。（平成19年７月ほか）

全国地方銀行協会及び第二地方銀行協会との意見交換会
において、個人保証に過度に依存しない融資を推進する
よう要請を行った。（平成20年４月ほか）

経済産業省

○中小企業金融公庫において、創業等の支援のために、
定期的な財務報告を行うことを条件に、本人保証を免除
する制度（保証人猶予特例）を創設。
○ビジネスプランの審査に基づき、創業者に無担保・無
保証の融資を行う制度（新創業融資制度）を拡充。（融
資限度額を750万円から1,000万円への引き上げや自己資
金の要件を「２分の１以上」から「３分の１以上」へ緩
和。本制度の実績：46,811件　1,525億円　平成20年３月
迄）
○中小企業金融公庫・国民生活金融公庫において再チャ
レンジする起業家の事業の見込み等を評価することによ
り融資を可能とする再チャレンジ融資制度を創設。
○全都道府県に設置された「中小企業再生支援協議会」
において、企業再生に係る相談から再生計画の策定支援
まで対応。
○全国に早期転換・再挑戦支援窓口を設置し、廃業経験
者の再起業等に関する相談事業を実施。

○中小企業金融公庫において、創業等の支援のために、
定期的な財務報告を行うことを条件に、本人保証を免除
する制度（保証人猶予特例）を本年度より、全ての貸付
で利用可能に拡充。
○国民生活金融公庫において、創業者向けの無担保・無
保証人融資制度である新創業融資制度の対象となる貸付
制度の拡大や実施期間を延長し、支援を継続する。
○「中小企業再生支援協議会」において、企業再生に係
る相談や再生計画の策定支援を実施。
○地域力連携拠点において、再起業等に関する相談を受
付。

（５）法的問題解決の
ための情報提供の充実

法務省

○自殺の社会的要因に関わる相談窓口をより適切に紹介
できるよう連携関係を確保する関係機関等の範囲の拡大
と連携の強化を図り、相談者への情報提供の充実に努め
る。
○法テラスの業務内容等について国民への更なる周知を
図る。

○自殺の社会的要因に関わる相談窓口をより適切に紹介
できるよう連携関係を確保する関係機関等の範囲の拡大
と連携の強化を図り、相談者への情報提供の充実に努め
る。
○法テラスの業務内容等について国民への更なる周知を
図る。

警察庁

自殺するおそれのある家出人の発見活動に努めた。 ○自殺するおそれのある家出人の発見活動に努めてい
る。
○都道府県警察及びインターネット・ホットラインセン
ターに対し、インターネット上の硫化水素ガスの製造を
誘引する情報を認知した場合は、プロバイダ等に削除等
の措置を依頼するよう指示した。（平成20年４月30日）

厚生労働省

平成19年度医薬品等一斉監視指導において、各自治体を
通じて、医薬品販売業者等における毒薬及び劇薬の取扱
について確認、指導を実施。

平成20年度医薬品等一斉監視指導において、各自治体を
通じて、医薬品販売業者等における毒薬及び劇薬の取扱
について確認、指導を実施。



（６）危険な場所、薬
品等の規制等

農林水産省

農薬使用に伴う危害を防止するため、農薬使用者に対す
る講習会の開催や不適切な使用者への販売を防止するた
めの農薬販売者への研修指導を実施。

○農薬使用に伴う危害を防止するため、農薬使用者に対
する講習会の開催や農薬販売者への研修指導を実施。
○硫化水素対策として、農薬の適正販売に向けた関係団

国土交通省

○特定行政庁を通じ、建築物の所有者等に対し、法令に
基づく施設設置・維持管理等を徹底させ、屋上からの転
落防止等の安全確保を図った。
○鉄道駅のプラットホームにおいて、視覚障害者等をは
じめとした全ての駅利用者の安全性向上を図ることを目
的に、線路への落下を防止するホームドア（可動式ホー
ム柵を含む。）の設置を促進した。

体へ協力を依頼。（平成20年5月20日）
○引き続き、特定行政庁を通じ、建築物の所有者等に対
し、法令に基づく施設設置・維持管理等を徹底させ、屋
上からの転落防止等の安全確保に努める。
○引き続き、鉄道駅のプラットホームにおいて、線路へ
の落下を防止するホームドア（可動式ホーム柵を含
む。）の設置を促進する。

（７）インターネット
上の自殺予告事案等へ
の対応等

警察庁

都道府県警察は、自殺を図った者の救護、自殺予告をし
た者への説諭、自殺予告した者の家族への監護依頼等を
行い自殺防止措置を講じた。

都道府県警察は、自殺を図った者の救護、自殺予告をし
た者への説諭、自殺予告した者の家族への監護依頼を行
い自殺防止措置を講じている。

総務省

○「インターネット上の自殺予告事案への対応に関する
ガイドライン」及び「違法・有害情報への対応等に関す
る契約約款モデル条項」を含む各種ガイドラインの事業
者向け説明会を、平成１９年１１月に全国４ヵ所で開催
する等、各種ガイドラインの周知に努めた。
○個別の事案への対応についての事業者からの相談を受
け付ける「違法・有害情報事業者相談センター」が、平
成２０年２月に業界団体内に設置されており、その設立
準備や周知活動を支援した。
○平成19年12月、携帯電話事業者等に対し、携帯電話等
のフィルタリングサービスの導入促進に取り組むよう要
請した。

○引き続き各種ガイドラインの周知に努めるとともに、
違法・有害情報事業者相談センターの周知活動等を支援
する。
○平成20年4月、携帯電話事業者等に対し、携帯電話等の
フィルタリングサービスの改善等について要請した。

経済産業省

○多様化するネット上のコンテンツに対応し、書き込み
サイト等に記載されたキーワードや文脈から必要な情報
を検索する技術等の開発を検討。
○パソコンメーカーに対し、フィルタリングソフトの搭
載等を行うよう要請した。
○フィルタリングの重要性や利用促進に関するセミナー
等を開催。

○多様化するネット上のコンテンツに対応し、書き込み
サイト等に記載されたキーワードや文脈から必要な情報
を検索する技術等の開発を推進。
○平成20年５月から、フィルタリングの重要性や利用促
進を呼びかけるキャンペーンを実施するとともに、引き
続きセミナー等を開催。

（８）介護者への支援
の充実

厚生労働省
地域包括支援センターに携わる職員等を対象にした研修
を実施。

地域包括支援センターに携わる職員等を対象にした研修
を実施。

（９）いじめを苦にし
た子どもの自殺の予防

法務省

以下の施策等により、子どもたちがより相談しやすい体
制を確立し、いじめをはじめとする子どもの人権問題の
解決に努めた。
・「子どもの人権SOSミニレター」を全国の小中学校の児
童生徒に配布
・「インターネット人権相談受付窓口（子ども用）」を
開設
・「子どもの人権110番」の運用

以下の施策等により、子どもたちがより相談しやすい体
制の下で、いじめをはじめとする子どもの人権問題の解
決に努めている。
・「子どもの人権SOSミニレター」を全国の小中学校の児
童生徒に配布
・「インターネット人権相談受付窓口（子ども用）」の
運用
・「子どもの人権110番」の運用

文部科学省

○子どもたちがいつでも悩みや不安を打ち明けられるよ
う、24時間いじめ電話相談を実施。
○いじめなど問題行動等の未然防止、早期発見・早期対
応に向けた取組について調査研究を実施。

○引き続き、24時間いじめ電話相談を実施。
○引き続き、いじめなど問題行動等の未然防止、早期発
見・早期対応に向けた取組について調査研究を実施。
○新たに、スクールソーシャルワーカーの活用方法等に
ついて調査差研究を実施。

（10）報道機関に対す
る世界保健機関の手引
きの周知

内閣府

内閣府及び自殺予防総合対策センターのホームページ
に、ＷＨＯが作成した「メディア関係者のための手引
き」を掲載し、その周知を図った。

○内閣府記者クラブ及び厚生労働省記者クラブを通じ
て、報道会社にＷＨＯが作成した「メディア関係者のた
めの手引き」を配布・周知した。（平成20年４月）
○内閣府及び自殺予防総合対策センターのホームページ
に、「メディア関係者のための手引き」を掲載し、その
周知を図っている。

７　自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ取組

（１）救急医療施設に
おける精神科医による
診療体制等の充実

厚生労働省

○「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」を平成18年
から開催し、自殺未遂者に対する支援対策について検討
し平成20年3月に報告書を取りまとめた。
○自殺対策として、救命救急センターにおける精神医療
の診療報酬上の評価について、中央社会保険医療協議会
において検討。

○「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」の報告書を
踏まえ自殺未遂者ケアに関するガイドラインを作成。
○自殺未遂者の再度の自殺を防ぐため入院中及び退院後
の心理的ケアを中心に、医師、保健師、看護師等を対象
とした未遂者ケア対策研修を実施予定。
○平成20年4月の診療報酬改定において、救命救急セン
ターにおいて自殺企図等が疑われる患者について、精神
保健指定医が、当該患者の診断・治療を行った場合に算
定できる新たな報酬項目を創設。

（２）家族等の身近な
人の見守りに対する支
援

厚生労働省

○自殺予防総合対策センターにおいて、公的機関の相談
員への研修を実施。(平成20年1月10～11日）
○「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」を平成18年
から開催し、自死遺族に対する支援対策について検討し
平成20年3月に報告書を取りまとめた。

○自殺予防総合対策センターにおいて、公的機関の相談
員への研修を実施予定。
○「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」の報告書を
踏まえて自殺未遂者ケアに関するガイドラインを作成予
定。

８　遺された人の苦痛を和らげる取組

（１）自殺者の遺族の
ための自助グループの
運営支援

内閣府

「自死遺族のための分かち合いの会支援事業」におい
て、自死遺族の分かち合いの会の運営についての研修な
どを実施。

厚生労働省

「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」を平成18年か
ら開催し、自死遺族に対する支援対策について検討し平
成20年3月に報告書を取りまとめた。

「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」において作成
されたガイドラインを踏まえ、医師等の医療従事者、地
域福祉関係者及び遺族支援民間団体を対象とした自殺遺
族ケアに関するシンポジウムを開催する予定。

（２）学校、職場での
事後対応の促進

文部科学省

児童生徒の自殺予防に関する教職員向けの手引き等の作
成に向け「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者
会議」を開催。（平成20年３月）

引き続き「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者
会議」を開催し、検討を実施。

厚生労働省

職場での自殺や自殺未遂の発生直後の周りの人々に対す
る心理的ケアが的確に行われるよう自殺発生直後の職場
における対応マニュアルとしての「職場における自殺予
防と対応」（自殺予防マニュアル）の内容を充実（平成
19年10月）させるとともに、全国でセミナーを開催する
等により普及啓発を実施。

職場での自殺や自殺未遂の発生直後の周りの人々に対す
る心理的ケアが的確に行われるよう自殺発生直後の職場
における対応マニュアルとしての「職場における自殺予
防と対応」（自殺予防マニュアル）について、全国でセ
ミナーを開催する等により普及啓発を実施。

（３）遺族のためのパ
ンフレットの作成・配
布の促進

厚生労働省

「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」を平成18年か
ら開催し、自死遺族に対する支援対策について検討し平
成20年３月に報告書を取りまとめた。

「自殺未遂者・自殺遺族ケア対策検討会」の報告書を踏
まえて自死遺族ケアに関するガイドラインを作成予定。

（４）自殺遺児へのケ
－

アの充実【再掲】

９　民間団体との連携を強化する取組

（１）民間団体の人財
育成に対する支援

厚生労働省
自殺予防総合対策センターにおいて民間団体の相談員へ
の研修を実施予定。
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（２）地域における連
携体制の確立

内閣府

○自死遺族支援全国キャラバン実行委員会との共催によ
り東京都でシンポジウムを開催し、全国キャラバンの開
始宣言を共同で行うとともに、キャラバン事業として開
催されるシンポジウムにパネリストとしての職員の派
遣、後援名義の付与などの支援を実施。（平成19年７月
１日）
○全国自殺対策主管課長等会議を開催し、都道府県及び
政令指定都市に対して、自殺総合対策大綱の説明を行う
とともに、地域の自殺対策に係る計画の策定、官民の連
携強化等自殺対策への取組を促した。（平成19年７月２
日）
○都道府県知事及び政令指定都市長に対して、自殺対策
連絡協議会の運営に当たって、地域の民間団体への参加
要請、積極的な意見聴取を行うなど民間団体との協働に
配慮するよう通知。（平成19年７月31日）
○全国自殺対策主管課長等会議を開催し、都道府県及び
政令指定都市に対して、地域自殺対策推進事業、多重債
務問題の取組等についての説明を行い取組を促した。
（平成20年３月６日）

自殺予防総合対策センターにおいて、都道府県・政令指
定都市における自殺対策及び自死遺族支援の取組状況に
関する調査報告書を作成・公表。（平成20年７月）

厚生労働省

自殺予防総合対策センターにおいて
①都道府県・政令指定都市における自殺対策及び自死遺
族支援の取り組み状況に関する調査を実施。
②関係省庁、地方自治体、民間団体等、関連機関との事
例検討、連絡を行う自殺対策ネットワーク協議会を開
催。

自殺予防総合対策センターにおいて
①都道府県・政令指定都市における自殺対策及び自死遺
族支援の取り組み状況に関する調査を実施し報告書を作
成。
②関係省庁、地方自治体、民間団体等、関連機関との事
例検討、連絡を行う自殺対策ネットワーク協議会を開
催。

（３）民間団体の電話
相談事業に対する支援

内閣府
電話相談について、電話番号の全国共通化について検 電話相談について、電話番号の全国共通化について検

厚生労働省

討。
○社会福祉法人いのちの電話主催の日本自殺予防シンポ
ジウム福岡大会（平成19年6月30日）及びフリーダイヤル
による自殺防止のための電話相談事業（平成19年９月か
ら20年３月までの毎月10日）に対して、後援名義の付与
などの支援を実施。
○都道府県民生主管部局長に対して、フリーダイヤル電
話相談の実施にあたり広報等について協力依頼を通知。

討。
○社会福祉法人いのちの電話主催の日本自殺予防シンポ
ジウム大阪大会（平成20年７月12日）及びフリーダイヤ
ルによる自殺防止のための電話相談事業（平成20年４月
から21年３月までの毎月10日）に対して、後援名義の付
与などの支援を実施予定。
○都道府県民生主管部局長に対して、フリーダイヤル電
話相談の実施にあたり広報等について協力依頼を通知。

（４）民間団体の先駆
的・試行的取組に対す
る支援

厚生労働省

（平成19年７月11日）

各都道府県・指定都市・市区町村等が実施する、既存の
制度のみでは充足できない問題や制度の狭間にある問題
など地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆
的・試行的取組みを支援するため「地域福祉等推進特別
支援事業」を実施。

（平成20年７月９日）

各都道府県・指定都市・市区町村等が実施する、既存の
制度のみでは充足できない問題や制度の狭間にある問題
など地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆
的・試行的取組みを支援するため「地域福祉等推進特別
支援事業」を引き続き実施予定。
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